
品川区子育て交流ルーム事業助成要綱 

 

制定 平成２４年８月２９日 区長決定 要綱第196号 

改正 平成２５年４月 １日 区長決定 要綱第７４号 

改正 平成３１年３月２７日 区長決定 要綱第６０号 

改正 令和３年８月６日   部長決定 要綱第２７２号 

改正 令和７年３月２４日  区長決定 要綱第４９号 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、商店街の店舗等地域のスペースを利用した子育て交流ルー

ムの運営に助成金を交付することにより、品川区のすべての子育て家庭が、安

心と喜びをもって子育てができる地域で支えるネットワークの構築を支援する

ことを目的とする。 

 

 （助成対象者） 

第２条 助成を受けることができる者（以下「助成対象者」という。）は、特定

非営利活動法人「ふれあいの家－おばちゃんち」（品川区北品川2-28-19）とす

る。 

 

 （助成対象事業） 

第３条 助成対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）は、次の要件を

満たすものとする。 

(1) 第１条に規定する助成の目的を達成する事業であること。 

(2) 次条に規定する施設において助成対象者により実施される事業であること。 

(3) 別表１に掲げる一時保育事業、短期契約保育事業および子育て相談等事業

を一体のものとして運営すること。 

 

 （助成対象施設） 

第４条 この要綱による助成の対象となる施設は次のとおりとする。 

(1) 子育て交流ルーム「品川宿おばちゃんち」 （品川区北品川2-19-6） 

(2) 子育て交流ルーム「昭和通りおばちゃんち」（品川区西中延2-18-1） 

 

 （助成金の対象経費） 

第５条 助成金の対象となる経費は、当該事業に要する経費のうち、予算の範囲

内で区長が必要かつ適当と認めるものとする。ただし、他の助成制度が適用さ

れる場合は、その助成制度を優先する。 

 

 （助成金の額） 

第６条 助成金の額は、別表2に定めるとおりとする。 

 



 （助成金の交付申請） 

第７条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、事業を開始した後、毎月

１０日までに品川区子育て交流ルーム事業助成金交付申請書（第１号様式）に

より区長に申請しなければならない。ただし、別表２に定める実績加算分につ

いては、各月分ごとに翌月の１０日までに申請するものとする。 

 

 （助成金の交付決定） 

第８条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、助成金を交付す

ることを適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、品川区子育て交流ルー

ム事業助成金交付決定通知書（第２号様式）により当該助成対象者に通知する

ものとする。 

２ 区長は､前項の規定による決定に際して、必要な条件を付することができる。 

 

 （助成金の請求） 

第９条 前条の決定を受けた助成対象者は、前条の通知を受けた場合には、速や

かに請求書（第３号様式）を区長に提出しなければならない。 

 

 （事故報告等） 

第１０条 助成対象者は、助成対象事業の遂行が困難となったときには、速やか

にその理由とその他必要な事項を書面により区長に報告し、必要な指示を受け

なければならない。 

 

 （状況報告） 

第１１条 区長は、助成対象事業の円滑適切な執行を図るため、その遂行の状況

に関し報告を求めることができる。 

 

 （実績報告） 

第１２条 助成対象者は、助成金の交付決定日の属する会計年度が終了したとき

は、必要な書類等を添えて、速やかに品川区子育て交流ルーム事業助成金実績

報告書（第４号様式）を区長に提出しなければならない。 

 

 （交付決定の取消し） 

第１３条 区長は、助成金の交付決定を受けた助成対象者が次の各号のいずれか

に該当する場合は、助成金の全部または一部を取り消すことができる。 

(1)偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

(2)助成金を他の用途に使用したとき。 

(3)助成金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。 

(4)保育内容に係る指導に従わず、適切な保育水準の維持が困難と判断されると

き。 

(5)その他この要綱の趣旨に違反したとき。 



 

 （助成対象者に対する処分） 

第１４条 前条第１号に該当する行為に関与した助成対象者は、その事実が判明

した日から１年間、助成を受けることができない。 

 

 （助成金の返還） 

第１５条 区長は、第１３条の規定により、助成金の交付を取り消した場合にお

いて、助成対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成対象者に助成金

が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。 

 

 （違約加算金） 

第１６条 区長は、前条の規定により、助成金の返還を命じたときは、助成金を

受領した日から返還の日までの日数に応じ、返還を命じた助成金の額（一部を

返還した場合のその後の期間は既返還額を控除した額とする。）につき、年１

０．９５％の割合で計算した違約加算金（１００円未満は切り捨てるものとす

る。）を納付させるものとする。 

 

 （違約加算金の計算） 

第１７条 助成金が２回以上交付されている場合における前条の適用については、

返還を命じた額に相当する助成金は、返還を命じた日を基準として、直前の助

成金の受領の日（以下「最終受領日」という）に受領したものとする。ただし、

当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該受領した額を

超える額については、その最終受領日の直前の助成金の受領の日に受領したも

のとし、当該返還を命じられた額に達するまでこの例による。 

２ 前２条の規定により助成金の返還および違約加算金の納付を命じた場合にお

いて、助成対象者の納付した金額が返還を命じた助成金の額に達するまでは、

その納付金額は、まず当該返還を命じた助成金の額に充てるものとする。 

 

 （検査） 

第１８条 助成対象者は、区長が助成対象事業の運営および経理等の状況につい

て検査を求めたときは、これに応じなければならない。 

 

 （消費税仕入控除税額の報告） 

第１９条 助成対象者は、助成対象事業の完了後に消費税および地方消費税の申

告により助成金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額（以下「消

費税仕入控除税額」という。）が確定した場合は、品川区子育て交流ルーム事

業助成金消費税仕入控除税額報告書（第５号様式）により、速やかに区長に報

告しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による報告があった場合において、必要があると認める

ときは、消費税仕入控除税額に相当する額の全部または一部を区に納付させる



ものとする。 

３ 区長は、助成対象者が第１項の規定により付した条件に違反した場合におい

て、必要があると認めるときは、助成金の全部または一部を区に返還させるも

のとする。 

 

 （準用） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付については品川区補助金

等交付規則（昭和３９年品川区規則第４号）に定めるところによるものとする。 

 

 （委任） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、子ども未来部

長が別に定める。 

 

  付 則（平成３１年３月２７日改正） 

 この要綱は、平成３０年４月１日から適用する。ただし、新元号の施行に伴う

改正規定は、平成３１年４月１日から適用する。 

 

  付 則（令和７年３月２４日改正） 

 この要綱は、令和７年４月１日から適用する。 



別表１（第３条関係） 

事業内容 

１ 一時預かり事業 

（１）趣  旨  在宅で子育てをする家庭の保護者のリフレッシュや、臨

時・短時間就労および商店街利用客等、一時的に保育を必

要とする保護者の児童を預かり、需要に応じた保育サービ

スを提供することにより、子育て家庭を支援し、児童の福

祉の増進を図ることを目的とする。 

（２）事業内容  保護者からの申込みにより、一時的に保育が必要になる児

童を子育て支援ルームで保育する事業 

（３）利用形態  原則として1日4時間以内(延長は可)  

（４）定  員  ２の短期時間契約保育事業の定員内       

（５）施設基準  認可外保育施設に対する指導監督要綱（昭和57年6月15日 

東京都・56福児母第990号）第3条に規定する別表１「認可

外保育施設指導監督基準」（以下、「指導基準」という）

の施設基準をみたす施設で実施すること。 

（６）保育者配置 指導基準の１の配置基準を超えた保育者が配置されている

こと。 

 

２ 短時間契約保育事業 

（１）趣  旨  パートや自営業等、定期的に短時間の保育を必要とする家

庭の保育需要に応え、月極契約で児童を預かることにより、

保護者の就労支援をすると供に児童の福祉の増進を図るこ

とを目的とする。 

（２）事業内容  保護者からの申込みにより、定期的に短時間保育が必要に

なる児童を子育て交流ルームで保育する事業 

（３）利用形態  原則として1日5時間以内(延長は可)週３日程度。  

（４）定  員  ①「品川宿おばちゃんち」 １４人 

②「昭和通りおばちゃんち」 １５人 

ただし、１の一時保育の利用者と合わせ、指導基準の面積

基準を満たすものであること。 

（５）施設基準  指導基準の施設基準をみたす施設で実施すること。 

（６）保育者配置 指導基準の１の配置基準を超えた保育者が配置されている

こと。 

 

３ 子育て相談等事業 

（１）趣旨    子育て家庭等の育児不安等についての相談指導、子育てサ

ークル等への支援などを実施することにより地域の子育て

家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。 

（２）事業内容  子育て相談・親子サロン・子育てサークル育成支援等 



別表２（第６条関係） 

助成金額 

区分 補助額（月額） 備考 

基本運営費 ４７５,０００円  

実績加算額 

① 短時間契約の保育実績が、１人あたり

月間６０時間を超えた時間数の合算 

② 一時保育事業実績の時間数 

③ 相談件数１件あたり 

 

①および②については１時間あたり５００

円を、③については１件あたり５００円を

実績加算とする 

区内在住者のみ 

対象とする 

店舗・ 

園庭賃借料 

賃借料の２/３額 

（但し、月額２０万円までとする） 

1,000円未満の端数

が生じた場合は、

これを切り捨てる

ものとする。 

 














